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防災啓発情報等の発信に関する協定書 

 

千葉市（以下、「甲」という。）とＮＴＴタウンページ株式会社（以下「乙」とい

う。）とは、地震、風水害、津波、土砂災害及びその他の自然災害等に対する防災啓

発情報等の発信に相互に協力するものとし、市民一人ひとりの防災意識の醸成を図り、

もって地域防災力の強化に繋げることを目的として、次のとおり協定を締結する。 

 

（発信の方法） 

第１条 乙は、東日本電信電話株式会社（以下、「ＮＴＴ東日本」という。）若しく

は西日本電信電話株式会社（以下、「ＮＴＴ西日本」という。）が発行又は乙が編

集・発行・運営する次の媒体（以下、「媒体」という。）に甲が提供する防災啓発

情報等を掲載して、防災啓発情報等を発信する。 

(１) タウンページ 

(２) 防災啓発情報等を取りまとめた冊子等の紙媒体 

(３)  ｉタウンページ等のＷＥＢサイト 

 

（手続） 

第２条 乙は、甲に対し、防災啓発情報等の提供を無償で求めることができる。この

場合、乙は、防災啓発情報等を掲載する媒体の種類、掲載期間、配布範囲等を甲に

明示するものとする。 

２ 甲は、乙から前項の要請を受けた場合、その都度、乙と協議の上、防災啓発情報

等を乙に提供する。 

３ 乙は、前項により防災啓発情報等の提供を受けた場合は、媒体に掲載するものと

し、掲載するにあたっては、乙は、提供を受けた情報を取捨選択、加工、編集等を

することができるものとする。 

４ 乙は、甲に対し、校正段階において防災啓発情報等が掲載された原稿を提示する。

甲は、提示を受けた原稿に対し、防災啓発情報等の趣旨・内容が適切に記載される

ために意見を述べることができるものとし、乙は、甲の意見に応えるよう努めるも

のとする。 

５ 前項の場合において、乙が甲の意見に応えるために媒体の発行又は運営に関して

通常の費用を超える費用を費やさなければならないときは、甲及び乙は、協議の上、

甲の負担部分を決定する。 

６．前項の協議が整わない場合、乙は、通常の費用の範囲において、甲から提供を受

けた防災啓発情報等を掲載する。 

 

（発信情報に関する責任） 

第３条 防災啓発情報等を発信したことにより第三者からの苦情及び何らかの問題が

生じた場合は、甲及び乙は、これらの解決のために協力し対応するものとする。 

２ 前項にかかわらず、甲は、乙に提供する防災啓発情報等の内容に対し、一切の責

任を負う。 
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（発信の変更・中止） 

第４条 乙は、防災啓発情報等の発信について、相当な事情がある場合は、甲に対し

て事前通知の上、その全部又は一部を変更または中止することができる。この場合、

乙は、甲に対し、いかなる責も負わないものとする。 

 

（著作権） 

第５条 甲が提供する防災啓発情報等を記載した媒体の当該提供部分に係る著作権は

甲に帰属することとし、乙が提供を受けた防災啓発情報等を本協定に定める以外の

他の媒体に利用する場合は、予めその目的・方法・範囲・期間を明らかにした上で

甲の承諾を得るものとする。 

２ 乙が防災啓発情報等に関して作成した記事・画像等の著作権は、ＮＴＴ東日本、

ＮＴＴ西日本若しくは乙又は乙に使用許諾権を付与した第三者に著作権が帰属する

こととし、甲が他の媒体に利用する場合は、予めその目的・方法・範囲・期間を明

らかにした上でＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本若しくは乙又は乙に使用許諾権を付与

した第三者の承諾を得るものとする。 

３ 前２項に基づき、甲又は乙が、相手方から提供を受けた著作物を利用する場合は、

前２項に基づき承諾を受けた目的・方法・範囲・期間を超えて利用することはでき

ない。 

 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第６条 甲及び乙は、この協定により生ずる権利や義務の全部又は一部を第三者に譲

渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、予め

相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（秘密の保持） 

第７条 甲及び乙は、防災啓発情報等以外に、本協定の遂行により知り得た相手方の

技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を他に漏らしてはならず、本協定の遂

行にのみ使用することとする。また、この協定が終了した後も同様とする。 

 

（効力の発生と解除） 

第８条 この協定は締結の日から効力を有するものとする。ただし、甲及び乙は、相

手方に対して１年前までに書面をもって通知することにより、本協定を解除するこ

とができる。 

 

（その他） 

第９条 甲乙間で、本協定の内容又は解釈に疑義若しくは紛争が生じたとき、又はこ

の協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。 
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本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１

通保有する。 

 

平成２８年１０月１８日 

 

 

甲 千葉市中央区千葉港１番１号 

千 葉 市 

千葉市長  熊 谷 俊 人 

 

 

乙 東京都港区虎ノ門三丁目８番８号 

ＮＴＴタウンページ株式会社 

代表取締役社長 岡 田 昭 彦 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の相互協力に関する協定書 
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災害時の相互協力に関する協定書 
 

 千葉市（以下「甲」という。）と株式会社ＮＴＴドコモ（以下「乙」という。）

は、次のとおり災害時の相互協力に関する協定（以下「本協定」という。）を

締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に規定する

地震、風水害、その他の災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生

するおそれがある場合に、甲及び乙が相互に協力して市民生活の安定を図る

ため、通信手段の確保等に関し必要事項を定めるものとする。  

 

（協力要請） 

第２条 甲及び乙は、千葉市域で災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合及び甲が被災した他市区町村への応援を要請された場合において、相互に

協力を要請することができる。  

 

（要請手続） 

第３条 甲及び乙は、相手方に前条の規定による要請を行う場合、文書をもっ

て行う。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法をもって要請し、

後日書面を提出するものとする。 

 

（相互協力事項） 

第４条 乙は、第２条の規定による要請を受けたときは、次に掲げる事項につ

いて、協力するものとする。なお、乙は、災害を考慮し、甲と協議の上、災

害対策基本法における乙の指定公共機関としての活動に支障のない範囲で

協力事項の詳細を決定できるものとする。  

（１）指定避難所等への無料充電及び Wi-Fi サービスの提供 

（２）携帯電話等の貸与 

（３）前２号に付随する支援 

２ 甲は、前項の協力に伴い必要となる協力を行うものとする。 

 

（敷地の利用） 

第５条 甲は、第２条の規定による要請を受けたときは、携帯電話サービスの

維持又は復旧のために必要となる敷地（移動基地局車、可搬型無線装置、ヘ

リコプターの離発着等で利用する場所）の利用について、協力するものとす

る。 

 



（情報共有） 

第６条 甲及び乙は、平時及び災害時において、相互協力に必要な防災・災害

情報等を共有することができるものとする。  

 

（災害対策における相互連携） 

第７条 甲及び乙は、災害時における取組の円滑な実施を目的に、次に掲げる

事項について相互に連携し取り組むこととする。 

（１）甲の防災訓練への参加等 

（２）甲の災害に関する計画及び各種マニュアルの策定等の支援 

（３）甲の災害対策本部と避難所等との連絡手段の検討 

（４）市民等への情報伝達手段の検討 

（５）前各号に付随する事項及びその他本協定の協力内容に関連する事項 

２ 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を

行うことができる。 

３ 乙は、連携事項の一部を、甲との協議の上、乙の関係会社に実施させることが

できる。その場合、各当事者の責任の範囲その他の必要な事項については、別途

書面により定めるものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が使用する車両を緊急通行車両として通行できるよう協力す

るものとする。 

 

（連絡責任者等の報告） 

第９条 甲及び乙は、本協定に基づく相互協力を円滑に行うため、甲乙双方の

連絡先及び連絡責任者等を別途定めるものとし、内容に変更が生じた場合は、

速やかに、相手方に報告するものとする。  

 

（費用負担） 

第１０条 第４条第１項第１号に掲げる協力に乙が要する経費は、原則として

乙が負担し、第４条第１項第２号及び第３号に掲げる協力並びに第７条の規

定による取組に要する経費の負担については、甲乙の協議により決定するも

のとする。 

 

（秘密の保持） 

第１１条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は、相手方の事前の承諾なし

に漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。 

 

 



（協議事項） 

第１２条 本協定に定めのない事項又は本協定の実施に関し必要な事項につ

いては、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第１３条 本協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。た

だし、この期間満了の１か月前までに、甲乙いずれからも書面による協定解

除の申し出がないときは、さらに１年間延長するものとし、その後において

も同様とする。 

 

 

 本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各

自１通を保有する。 

 

 

 

  平成３１年 ３月 １９日 

甲 千葉市中央区千葉港１番１号 

千 葉 市 

千葉市長  熊 谷 俊 人 

 

乙 千葉市中央区新町 1000番地 

株式会社 NTTドコモ 

千葉支店長 坪 谷 寿 一 
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「千葉市被災者支援ナビ（仮称）」実証実験に関する協定書 

 

 千葉市（以下「甲」という。）と株式会社アスコエパートナーズ（以下「乙」という。）は、「『千

葉市被災者支援ナビ（仮称）』Webサイト」（以下「Webサイト」という。）の実証実験（以下「本

実験」という。）に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本実験は、防災・減災の情報及び国・県・市の提供している復旧復興支援制度の情報を市

民にわかりやすく提供するため Web サイトを制作し、Web サイトの有効性及び課題を検証する

ことを目的とする。 

 

（取組内容） 

第２条 本実験の取組内容は、次のとおりとする。 

（１）防災・減災の情報及び国・県・市の提供している復旧復興支援制度の情報を掲載した Web

サイトを制作し、不特定多数のインターネット利用者がアクセスできるように公開する。 

（２）Web サイトを知って使ってもらうきっかけづくりとして、住民向けに市内で Web サイト関

連のセミナー等を開催、またWebサイトの利用状況のヒアリング調査等を実施する。 

（３）その他防災・減災に資すると認められる取組を実施する。 

２ Web サイトに関する提供機能及びサービスの詳細並びに本実験に関連し実施される取組内容

の詳細は、別途甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（検証方法） 

第３条 本実験の検証方法は、次のとおりとする。 

（１）利用状況の確認、課題等の洗い出しのため、市民へのヒアリングやアンケート等を実施する。 

（２）アナリティクスによるサイト解析を行う。 

 

（役割分担） 

第４条 甲、乙の役割分担は次のとおりとする。 

（１）甲は、Webサイトの制作に係る必要な情報を乙に無償で提供する。 

（２）乙は、Webサイトの制作を行う。 

（３）乙は、Webサイトの制作に要する費用を負担する。 

（４）甲は、甲のホームページにWebサイトへのリンクを張る。 

（５）甲及び乙は、Webサイトを市民に知ってもらうための周知及び広報を行う。 

（６）甲及び乙は、Webサイトの利用状況のヒアリング調査等を行う。 

（７）その他必要な役割分担については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（実施期間） 

第５条 本実験の実施期間は、本協定の締結日から平成３２年３月３１日までとする。また、Web

サイトの利用期間は、別途甲乙協議の上、定めるものとする。 
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（本実験の変更又は中止） 

第６条 情勢等の変化等に伴い、本実験内容の一部を変更又は中止することが必要になった場合に

は、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（協議事項） 

第７条 本協定に関し疑義が生じた事項又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

 

 本協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有する。 

 

平成３１年４月１１日 

 

                    甲 千葉県千葉市中央区千葉港１番１号 

                      千葉市 

市長 熊 谷 俊 人 

 

                    乙 東京都港区虎ノ門５丁目１２－１３ 

                      ザイマックス神谷町ビル２F 

                      株式会社アスコエパートナーズ 

                      代表取締役社長 安 井 秀 行  

 

 

 



災害時における災害情報の緊急放送等に関する協定書 

 

千葉市（以下「甲」という。）と、株式会社アクティブレイン（以下「乙」という。）とは、

災害情報の緊急放送に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の地域に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合に、災害に関する情報を乙の放送を通じて緊急放送を行うことにより、被害の

軽減を図り市民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）「災害」とは、地震、豪雨、洪水、暴風その他異常な自然現象または大規模な事故や

火事・爆発等により、市民の安全確保が必要となる状況に置かれることをいう。 

（２）「緊急放送」とは、前条の目的を達成するため、甲または乙の放送設備を使用し、乙

が予定する番組放送に優先して災害情報を放送することをいう。 

２ 前項（２）の規定により緊急放送の要請の対象となる災害情報は、次に掲げるとおりと

する。 

（１）災害時等における避難勧告及び避難指示に関する事項 

（２）被害及び復旧状況 

（３）避難所及び救護所等の開設状況 

（４）学校及び保育所の児童等の保護状況 

（５）帰宅困難者への対応に関する事項 

（６）水、物資等の支給に関する事項 

（７）その他甲の災害対策本部長である市長が特に必要と認める災害情報 

（要請の手続き） 

第３条 甲は、緊急放送が必要なときは、乙に対して文書により要請するものとする。ただ

し、緊急かつやむを得ない場合には、電話等による口頭での要請とする。この場合におい

ては、要請後に速やかに文書を提出するものとする。 

（緊急放送の実施） 

第４条 乙は、甲から緊急放送の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得な

い事由がない限り、甲又は乙の設備により、通常のコミュニティ放送に優先して災害情報

の緊急放送を行うものとする。 

（試験放送の実施） 

第５条 乙は、全国瞬時警報システム（Jアラート）による情報伝達試験や甲が主催する訓

練等に可能な限り参加し、試験放送を実施することで、放送設備の機能維持に万全を期す

とともに、市民の防災意識の高揚に努めることとする。 
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（費用の負担） 

第６条 この協定に定める放送に要した費用は、全て乙が負担するものとする。だたし、円

滑な緊急放送を目的とした放送設備の改修や受信端末の設置に係る費用は、甲の負担と

する。 

２ 令和８年３月３１日までに協定を解除する場合は、前項に定める緊急放送を目的とし

た放送設備を乙は甲に返却し、返却に要した費用は、協定を解除することとなった原因

者の負担によることとする。 

３ 災害による被害が甚大で緊急放送を行う期間が長期に及ぶ場合の放送に要する費用

は甲乙協議のうえ決定する。 

（連絡責任者） 

第７条 この協定に定める事項の実施に関する連絡を正確かつ円滑に行うため、甲乙それぞ

れ連絡責任者を定めるものとする。 

（協定の有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和８年３月３１日までとする。 

ただし、期間満了の日から１ヶ月前までに、甲乙いずれからも協定解除又は変更の申し

出がないときは１年延長するものとし、以後この例によるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙

協議のうえ決定する。 

 

甲と乙は、この協定の締結を証するため本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、 

各１通を保有する。 

 

 

令和３年１月１４日 



















































 

災害時における遺体安置所の施設使用等に関する協定書 

 

千葉市（以下「甲」という。）と宗教法人光明寺（以下「乙」という。）は、乙が所有す

る施設を遺体安置所として使用することに関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害、その他の災害が発生した場合（以下「災害」という。） 

に、甲が乙の所有する施設を遺体の検視・検案及び安置、遺留品の保管、遺体の遺族へ

の引き渡し等を行うための施設（以下「遺体安置所」という。）として使用することにつ

いて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（対象施設） 

第２条 甲が遺体安置所として使用できる施設は、次のとおりとする。 

施設名称 千葉光明寺 

所在地 千葉市稲毛区穴川町３８３番地３ 

提供範囲 千葉光明寺 本堂２階 １９６㎡ 

収容人数 約１００体 

特記事項 
提供範囲以外の施設等については、その都度甲乙で協議する 

ものとする。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、乙の施設に遺体安置所を開設する必要が生じた場合は、乙に対し、遺体安

置所の開設、運営等への協力を要請することができるものとする。 

   

（要請手続き） 

第４条 甲の乙に対する協力要請は文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する

場合は、電話等により行い、その後、速やかに文書を提出するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を受けたときは、施設の遺体安置所としての使用、遺体安置のた

めに必要な照明・冷房の使用等について、施設運営に支障のない範囲において協力する

ものとする。 

 

（遺体安置所の管理運営） 

第５条 遺体安置所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

 

（開設期間） 

第６条 遺体安置所の開設期間は、災害発生日から１０日以内とする。ただし、災害の状

況により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙と協議のうえ、開設期間の延長を行

うことができるものとする。 
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（遺体安置所の閉鎖） 

第７条 甲は、乙が早期に本来の活動等を再開できるよう配慮するとともに、当該遺体安

置所の早期解消に努めるものとする。 

２ 甲は、遺体安置所を閉鎖する場合は、文書を提出するとともに、その施設を原状に復

し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

  

（費用負担） 

第８条 遺体安置所の管理運営に係る費用は、甲が負担するものとし、その金額について

は甲乙協議のうえ決定するものとする。ただし、災害救助法（昭和２２年１０月１８日

法律第１１８号）が適用された場合については、その定めに従うものとする。 

２ 遺体安置所の開設期間中に、当該使用に関して施設等に損害が生じた場合は、甲がそ

の修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第９条 甲及び乙は遺体安置所に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先

及び連絡責任者を別途定めるものとする。ただし、内容の変更が生じた場合は速やかに

相手先に報告するものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、平成２６年７月３１日から平成２７年３月３１日まで

とする。ただし、この期間満了の１か月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出が

ないときは、さらに１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

（協議事項） 

第１１条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し必要な事項については、

甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有す

る。 

 

平成２６年７月３１日 



災害時における動物救護活動に関する協定書 

 

千葉市（以下「甲」という。）と公益社団法人千葉県獣医師会開業部会千葉市地域獣医

師会（以下「乙」という。）とは、千葉市内での災害発生時において、被災地における動

物救護活動を実施し、被災動物やその飼育者に対して必要な支援を行うため、次のとお

り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、千葉市地域防災計画に基づき、甲が行う動物の救護対策と乙が行

う動物救護活動との相互協力に関し、必要な事項を定める。 

 

 

（対象動物） 

第２条 動物救護活動の対象となる動物（以下「対象動物」という。）は、次に掲げるも

のとする。 

（１）飼い主が不明な犬及び猫 

（２）飼い主が避難生活していることにより飼育の支援が必要な犬及び猫 

（３）前２号に掲げるもののほか、甲乙協議の上定める動物 

 

 

（相互協力の内容） 

第３条 相互協力の内容は、次に掲げるものとする。 

（１）負傷した対象動物に応急手当を実施すること 

（２）被災した対象動物の保護及び管理をすること 

（３）被災した対象動物に関する情報を甲に提供すること 

（４）施設、設備及び物資の供給その他必要な災害応急業務に関すること 

 

 

（協力要請等の手続） 

第４条 甲は、乙に協力を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、文書（第

１号様式）により通知するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により協力要

請を行い、後日、文書をもって通知するものとする。 

（１）動物救護活動の内容 

（２）動物救護活動を行う場所 

（３）動物救護活動を行う日時 

（４）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、災害の状況等により動物救護活動を実施

する必要があると認めるときは、甲の要請を待たずに自己の判断により動物

救護活動を実施することができる。この場合において、乙は速やかに甲に通

知するものとする。 

 

 

（動物救護活動の履行） 

第５条 乙は、前条第１項の要請を受けた事項に関して、可能な限り、誠意を持って必

要な動物救護活動を実施するものとする。 

２ 甲及び乙は動物救護活動を円滑かつ効果的に遂行するために、適宜、情報交換を行

うものとする。 
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（施設等の提供） 

第６条 甲は、乙が動物救護活動を実施するために必要となる用地、施設、設

備等を可能な限り提供するものとする。 

 

 

（必要物資等の備蓄等） 

第７条 甲及び乙は、動物救護活動に必要となる物資を備蓄することに努め、その物資

保管施設は甲乙双方が確保するよう努めるものとする。 

 

 

（協力要請の解除） 

第８条 乙は、動物救護活動が極めて困難又は不可能と認める場合は、甲に対して協力

要請の解除を申し入れることができるものとする。 

２ 甲は、前項の申入れがあった場合は、乙と協議の上、協力要請を解除することがで

きるものとする。 

 

 

（動物救護活動の終了） 

第９条 甲及び乙は、災害が終息し動物救護活動を継続する必要性がないと認められる

場合は、協議の上、甲は協力要請を解除し、乙は動物救護活動を終了するものとする。 

 

 

（活動報告） 

第１０条 乙は、第４条の規定に基づく動物救護活動を実施したときは、活動

内容等を記載した活動報告書（第２号様式）を甲に提出するものとする。 

 

 

（経費の負担） 

第１１条 乙は、原則として甲に動物救護活動に要する経費負担を求めないものとする。 

２ 甲及び乙は、本協定に基づき乙が実施した動物救護活動に必要な医薬品、機材、飼

料、物品等に要した経費については、義援金、寄付金等の活用、並びに企業、団体及

び個人からの寄付物品を用いる等により、その負担を最小限にするよう努めるものと

する。 

３ 乙は、動物救護活動後、救護対象動物の所有者又は占有者が判明した場合は、原則、

その者に負担を求めるものとする。 

 

 

（動物救護活動に係る災害等の補償） 

第１２条 甲は、原則として第４条の規定に基づく動物救護活動により乙に生じた損害

を補てんしないものとする。 

 

 

（連絡体制） 

第１３条 この協定の運用に関しての連絡調整は、甲にあっては生活衛生課長を、乙に

あっては千葉市地域獣医師会代表を通して行うものとする。 

２ 甲は、災害発生時に関係団体等との連絡調整を実施するものとする。 

 



（協議） 

第１４条 この協定に関し、疑義が生じた事項又は定めのない事項については、その都

度甲乙協議して決定するものとする。 

 

 

（今後の検討事項） 

第１５条 甲は、第１２条の損害を補てんすることを検討するよう努めるものとする。 

 

 

（委任）  

第１６条 この協定に定めるもののほか、動物救護活動の実施に関し必要な事

項は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

 

 

（協定の期間及び更新） 

第１７条 この協定の期間は平成２７年３月２７日から平成２８年３月２７日までとす

る。 

ただし、協定の期間が満了する日の３か月前までに甲又は乙が相手方に対

し何らかの申出をしないときは、協定更新の手続を経ることなく、この協定

の期間は更に１年間同一の条件をもって延長するものとし、その後において

期間が満了するときも同様とする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その  

１通を保有する。 

 

 

平成２７年３月２７日 

 

 



 

災害時における妊産婦等への応急救護活動及び支援等に関する協定書 

 

 千葉市（以下「甲」という。）と一般社団法人千葉県助産師会（以下「乙」と

いう。）は、千葉市において災害が発生した場合における妊産婦、新生児及び乳

幼児（以下「妊産婦等」という。）への応急救護活動及び支援等に関し、次のと

おり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、千葉市地域防災計画に基づき、甲が行う妊産婦等への応

急救護活動及び支援等に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 

（助産師の派遣要請） 

第２条 甲は、災害時において必要と認めた場合は、乙に対し妊産婦等への応

急救護活動及び支援等のため、助産師の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲からの要請を受けた場合は、日常の助産師業務

に支障がない範囲内において、甲の指定する場所に助産師を派遣するものと

する。 

 

（派遣要請手続） 

第３条 甲は、乙に助産師の派遣要請をする場合は、次に掲げる事項を記載し

た助産師派遣要請書により、乙に要請するものとする。ただし、緊急を要す

る場合には、口頭あるいは電話等により要請することができるものとし、事

後、速やかに助産師派遣要請書を提出するものとする。 

（１）派遣要請の理由 

（２）派遣希望人数 

（３）派遣希望期間 

（４）派遣先 

（５）その他必要な事項 

 

（助産師の指揮等） 

第４条 助産師が行う妊産婦等に対する応急救護活動及び支援等に関する指揮、

命令権は、乙の長に帰属するものとする。 

 

 

 



（助産師の業務） 

第５条 乙が派遣する助産師は、日常の助産師業務の範囲内で次の業務を行う。 

（１）避難所等における妊産婦等に対する健康管理、健康相談及び支援 

（２）家庭訪問による妊産婦等に対する健康相談及び支援 

（３）妊産婦等の医療機関等への搬送要否の決定 

（４）救護所等における妊産婦等に対する応急救護活動 

（５）緊急時の分娩介助、分娩前後の処置 

（６）その他必要な業務 

 

（費用弁償） 

第６条 甲の要請に基づき、乙が応急救護活動及び支援等を実施した場合に要

する次の経費は、甲が負担するものとする。 

（１）助産師の派遣に要する経費 

（２）助産師が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

２ 前項の規定による費用弁償等の額については、実費弁償によるものを除く

ほか、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 

３ 本条第１項及び第２項の規定にかかわらず、災害救助法（昭和２２年法律

第１１８号）が適用された場合は、その定めるところによる。 

 

（損害補償） 

第７条 甲の要請に基づき、応急救護活動及び支援等に従事した助産師が、そ

のために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった

場合の損害補償は、助産師個人で加入する保険により対処するものとし、そ

の適用がない場合は、千葉市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年千葉

市条例第２６号）の例により対処するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害救助法が適用された場合は、その定めると

ころによる。 

 

（損害賠償等） 

第８条 甲の要請に基づき、応急救護活動及び支援等に従事した助産師が、妊

産婦等に損害を与えた場合の損害賠償等は、次のとおりとする。 

（１）助産師の責に帰する場合は、当該助産師が賠償の責を負うものとし、そ

の他の場合は、法令等の規定に基づき、甲がその責を負うものとする。 

（２）妊産婦等との間に紛争が生じた場合は、甲、乙及び当該助産師が緊密に

連携し、誠意をもって対応するものとする。 

 



（協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合に

は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２９年３月３１日ま

でとする。ただし、この協定の有効期間が満了する１か月前までに甲乙いず

れからも書面による何らの意思表示がないときは、本協定はさらに１年間効

力を有するものとし、以降も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙双方記名押印の

うえ、各自１通を保有するものとする。 

 

平成２８年４月１日 

 



災害事故における救急業務の協力に関する協定書 

 

 千葉市（以下「甲」という。）と千葉大学医学部附属病院（以下「乙」という。）とは、

千葉市において災害により生じた事故（以下「災害事故」という。）における救急業務へ

の協力について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害事故において、乙の医師、看護師等で構成された傷病者に対し

早期に医療行為を開始するチーム（以下「救急医療チーム」という。）を速やかに傷病

者のもとへ派遣するとともに、甲が行う救急業務と協力して傷病者を早期に医療機関へ

搬送することにより、傷病者の生命を維持するとともに症状の悪化を防ぐことを目的と

する。 

（要請） 

第２条 甲は、災害事故の現場（以下「事故現場」という。）に医療が必要と判断した場

合は、救急医療チームを要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請があった場合は、これに応じるよう努めるものとする。 

（活動） 

第３条 この協定における活動は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）甲は、救急医療チームを要請する場合は、乙に必要な情報を連絡し協力の可否につ

いて回答を受ける。 

（２）乙は、前号において可能と回答した場合は、救急医療チームを事故現場へ急行させ

る。 

（３）甲及び乙は、互いに協力し傷病者に必要な応急処置及び医療を行う。 

（４）甲が傷病者を医療機関へ搬送する場合において、継続して医療を行う必要があると

乙が判断したときは、甲は救急医療チームを救急自動車に同乗させることができる。 

（経費負担） 

第４条 甲は、この協定に係る乙の経費を負担しないものとする。 

（事故等の補償） 

第５条 この協定における救急医療チームの活動時に生じた事故等の補償は、次の各号に

掲げるとおりとする。 

（１）甲は、乙の医療行為に起因する事故の補償、乙の車両を使用した場合において交通

事故が発生した場合における対人賠償、対物賠償及びその車両の修理に要する費用の

補償並びに車両が故障した場合における費用の補償は行わない。 

（２）甲は、前号に掲げるもの以外の事故について補償するために必要な保険を甲の負担

で加入するものとする。 

（訓練） 

第６条 甲は、救急医療チームが安全かつ円滑に活動するための必要な訓練に協力するも

のとする。 
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（協定期間） 

第７条 この協定の期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までとする。 

２ この協定の期間が終了する日の３０日前までに、甲又は乙から意思表示がないときは、

この協定の期間は１年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。 

（雑則） 

第８条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、甲と乙との協議により別に定める

ものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各

自１通を保有するものとする。 

 

 平成２９年３月２３日 

 

（甲）千葉県千葉市中央区千葉港１－１ 

                  千葉市 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

 

（乙）千葉県千葉市中央区亥鼻１－８－１ 

                  千葉大学医学部附属病院 

                  病院長  山 本 修 一 

 



災害時及び感染症発生時における消毒に関する協定書 

 

 

千葉市（以下「甲」という。）及び一般社団法人千葉県ペストコントロール協会（以下「乙」と

いう。）は、大規模な地震、風水害その他の災害又は広範囲に渡る感染症等の発生（以下「大規模

災害等の発生」という。）に伴う、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以

下「法」という。）第２７条で定める感染症の病原体に汚染された場所の消毒の実施に関し、次の

とおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害等の発生により、千葉市内において、広域又は同時多発的に消

毒が必要となり、一の消毒事業者では対応できない場合において、速やかに消毒を実施し感染

拡大を防止することを目的とする。 

 

（業務） 

第２条 甲又は甲が法第２７条第１項に基づき消毒を命じた当該区域を管理する者（以下「管理

者等」という。）から要請があった場合には、乙は特別な理由がない限り、管理者等の要請に応

じ、速やかに消毒業務に着手するものとする。 

 

 （薬剤等の備蓄） 

第３条 乙は前条の業務に必要な薬剤及び資機材を備蓄するものとする。 

 

（要請方法） 

第４条 管理者等は、第２条の規定に基づき要請をするときは、感染症対策消毒業務要請書（第

１号様式。以下「要請書」という。）を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は

電話等で要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。 

 

（消毒の実施） 

第５条 乙は、前条の要請を受けたときは、速やかに要請された消毒の実施場所に出動し、管理

者等の指示により消毒を実施するものとする。 

２ 前項の場合において、消毒に従事する者は、消毒の実施場所に管理者等が不在の場合は、事

前に管理者等と協議の上、管理者等の要請事項に従い、消毒を実施するものとする。 

 

（報告） 

第６条 乙は、前条の規定に基づき消毒を実施したときは、感染症対策消毒業務実施報告書（第

２号様式。以下「報告書」という。）を消毒完了の日から２週間以内に管理者等に提出するもの

とする。ただし、報告書を２週間以内に提出することが困難な場合は、電話等で報告し、後日、

これを提出するものとする。 
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（費用の負担） 

第７条 第２条に規定する消毒を行うに際し、その費用は、要請を行った管理者等が負担するも

のとし、管理者等は、乙、又は乙の会員企業との間で速やかに契約を締結するものとする。 

２ 第３条に規定する薬剤等の備蓄に係る費用は、乙が負担するものとする。 

 

（価格の決定） 

第８条 管理者等が負担する費用の価格は、乙においては、消毒の実施時の直前における市場の

適正価格を基準として、管理者等及び乙で協議の上、決定するものとする。 

 

（損害賠償） 

第９条 乙は、消毒に際し、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたときは、

その賠償の責めを負うものとする。 

 

（守秘義務） 

第１０条 乙は、消毒を実施する場合において知り得た情報を、当該消毒を要請した管理者等以

外の者に漏洩してはならない。 

 

（協定の効力） 

第１１条 この協定の期間は、締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、この期間

満了の日の３０日前までに甲乙いずれからも相手方に対して文書により協定を延長しない旨の

申し出がないときは、協定を１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項又は協定に変更若しくは疑義があるときは、その都度、甲

乙協議の上、定めるものとする。 

 

 上記事項の合意の証とし、本書を２通作成し、甲乙各１通ずつを保管する。 

 

令和２年１２月２５日 

 

甲 千葉市中央区千葉港１番１号         

  千葉市                   

  千葉市長  熊 谷 俊 人         

 

 

乙 千葉市中央区中央３丁目３番１号       

  一般社団法人 千葉県ペストコントロール協会 

  会長    矢 代 秀 明         

















東関東自動車道及び新空港自動車道消防相互応援協定書



東関東自動車道及び新空港自動車道消防相互応援協定書

消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条の規定により、

千葉市、市川市、船橋市、成田市、佐倉市、習志野市、浦安市、

四街道市、印旛郡酒々井町、富里市、香取広域市町村圏事務組合、

佐倉市八街市酒々井町消防組合、潮来市及び鹿行広域事務組合（以

下「協定市町村等」という。）の長は、協定市町村等の行政区域の

うち東関東自動車道及び新空港自動車道並びにその施設（以下「協

定区域」という。）における消防に関する相互応援について、次の

とおり協定する。

（目的）

第1条　この協定は、協定区域において火災、救急事故及びその他

の災害（以下「災害」という。）が発生した場合において、協定

市町村等の相互間及び東日本高速道路株式会社の消防力を活用

して災害による被害を軽減することを目的とする。

（応援）

第2条　協定市町村等は、前条の目的を達成するため、協定区域に

おいて災害が発生した場合においては、別表に掲げる応援出場区

域表に基づき応援のため消防隊、救急隊その他の人員資機材（以

下「消防隊等」という。）を出場させるものとする。

ただし、船橋市にあっては、当該行政区域における火災の場合

消防隊を出場させるものとする。

（特別応援）

第3条　協定区域に災害が発生し、前条の規定により当該災害の応

援のため出動する市町村等（以下「出動市町村等」という。）の

消防長が出場市町村等以外の協定市町村等の応援を必要と認め



るときは、当該出場市町村等の消防長の通報により災害発生地を

管轄する協定市町村等（以下「受援市町村等」という。）の消防

長は、次に掲げる事項をできる限り明らかにして協定市町村等の

消防長に、特別応援の要請をすることができるものとする。

ただし、緊急やむを得ないときは、出場市町村等の消防長が特

別応援の要請をすることができるものとする。

なお、この場合は、速やかに受援市町村等の消防長に通報しな

ければならないものとする。

（1）災害発生の場所及び災害の概要

（2）応援を要する消防隊等の種類及び数

（3）その他活動内容等必要な事項

（出場）

第4条　前条の規定により特別応援の要請を受けた協定市町村等

（以下「特別応援市町村等」という。）は、業務に重大な支障の

ない限度において消防隊等を出場させるものとする。この場合に

おいて、業務に重大な支障があり消防隊等を出場させることがで

きない当該特別応援市町村等の消防長は、速やかにその旨を特別

応援の要請者に通報するものとする。

（指揮）

第5条　前条の親定により特別応援のために出場した消防隊等の

指揮は、受援市町村等の消防隊等が出場した場合は当該受援市町

村等の現場指揮者が、また受援市町村等の消防隊等が出場しない

ときは、第2条の親定により出場した消防隊等の現場指揮者が指

揮するものとする。

（経費の負担）

第6条　第2条の規定による応援及び第4条の規定による特別応



接に要する費用の負担は、法令その他の定めのあるものを除き、

次のとおりとする。

（l）応援のため要した通常経費は、応援を行った協定市町村等の

負担とする。

ただし、機器資材等で要請により調達し、もしくは立て替え

たものについては、現物またはその経費を受援市町村等が負担

するものとする。

（2）応援のため出場した消防隊等の活動が長時間にわたり、燃料、

機器資材等の補給もしくは給食等を必要とする場合は、受援市

町村等において現物により、または経費を負担してこれを行う

ものとする。

（3）応援のため出場した消防隊等が、応援業務により負傷し、も

しくは疾病にかかり、または死亡した場合における災害補償は

応援を行った協定市町村等が負担するものとする。

ただし、災害地において行った救急治療の経費は受援市町村

等が負担するものとする。

（4）特別応援のため出場した消防隊等が、受援市町村等の指揮下

において応援業務を遂行中第三者に損害を与えた場合、其の賠

償については受援市町村等がその都度関係協定市町村等と協

議の上決定するものとする。

ただし、災害地への出場もしくは帰路上において発生したも

のについては、応援等のため出場した協定市町村等が負うもの

とする

（情報交換等）

第7条　協定市町村等は、この協定の適正な運用を期するために必

要な各種情報及び資材等の状況を相互に通報するものとする。



（協議）

第8条　この協定に定めのない事項または疑義を生じた事項につ

いては、協定市町村等の長がその都度協議の上決定するものとす

る。

（協定の効力）

第9条　この協定は、平成25年4月10日から効力を有するもの

とする。

この協定の成立を証するため、本協定書14通を作成し、各々

記名押印の上各1通を保管する。

附　則

この協定の締結により、平成18年8月24日に締結した東関東

自動車道及び新空港自動車道消防相互応援協定は廃止する。

平成25年　4月10日

千　　葉

千葉市長

孝

市

保久大

市

長

川
　
市l市

市

代藤

市

長

橋
　
市橋

′
船

船

畿
判
掴
瑠



成　　田抑　市

成田市長、　小泉　一

佐　　倉　　市

佐倉市長　　蕨　和

習　志　野　市

習志野市長　宮本 泰

浦　　安　　市

浦安市長　　松崎　秀

四　街　道　市

四街道市長　佐渡

印旛郡酒々井町

酒々井町長　小坂　泰

富　　里

富里市長

市

V
V
・
l堅l相



香取広域市町村圏事務

管理者　　　　宇井

佐倉市八街市酒々井町

管理者　　　　蕨　和

潮　　来　　市

潮来市長　　相田 千蕃撃喜怒
ン一一一を：坤“こ高ヽ《草－ヽiうう

彊遼寧三墾

鹿行広域事務組合

管理者　　　鬼沢　保



J表

応援出動区域表

出動区域

i動市町村等
上り線 下り線

安　　　市
浦安ランプから
湾岸市川インターチェンジまでの区

lIi　　　市
湾岸市川インターチェンジから
浦安ランプまでの区間

湾岸市川インターチェンジから
湾岸習志野インターチェンジまでの

！　志　　野　　市
湾岸習志野インターチェンジから
湾岸市川インターチェンジまでの区間

湾岸習志野インターチェンジから
湾岸千葉インターチェンジまでの

葉
千葉北インターチェンジから
湾岸習志野インターチェンジまでの区間

湾岸千葉インターチェンジから
四街道インターチェンジまでの区

！　街　　道
四街道インターチェンジから
千葉北インターチェンジまでの区間

四街道インターチェンジから
佐倉インターチェンジまでの区間

街市茜々井
合漬防本部

活々井インターチェンジから
四街道インターチェンジまでの区間

佐倉インターチェンジから
富里インターチェンジまでの区間

富里インターチェンジから
茜々井インターチェンジまでの区間

富里インターチェンジから
成田インターチェンジまでの区同

大栄インターチェンジから
成田インターチェンジまでの区間

空港自動車道の終点から
ンターチェンジまでの区間

成田インターチェンジから
新空港自動車道の終点までの区同
成田インターチェンジから
佐原香取インターチェンジまでの

！　取　　広

！町村国事塞纏．
佐原香取インターチェンジから
大栄インターチェンジまでの区間

佐原香取インターチェンジから
潮来インターチェンジまでの区同

“行広域事真義 来インターチェンジから
ンターチェンジまでの区間佐原香取イ





























鉄道災害時における鉄道軌道事業者と消防機関との連携に関する協定書

鉄道災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、千葉県内の消防本部（局）と鉄道

軌道事業者との相互連携により、安全かつ迅速な消防活動と公共交通機関としての列車運

行の早期復旧を図るため、千葉県の調整の下、この協定書を定める。

（用語の定義）

第1条　この協定における用語の意義は、次のとおりとする。

（1）　鉄道災害とは、鉄道軌道路線における人身事故及び火災（鉄道沿線火災も含む。）

等をいう。

（2）■　甲・とは、千葉県内の消防本部（局）で別表のとおりとする。

（亭）　乙とは、千葉県内で運行する鉄道軌道事業者で別表のとおりとする。

（4）　丙とは、千葉県総務部消防地震防災課で別表のとおりとする。

（5）　消防隊とは、甲が編成する救助隊、消防隊、救急隊、指揮隊等の部隊をいう。

（．6）　現場責任者とは、乙が派遣する現場の責任者をいう。

（7）．指揮者とは、消防隊の現場最高責任者をいう。

（8）・消防活動とは、甲が実施する救助活動、救魯活動、消火活動、火災原因調査等

の消防隊の活動をいう。

．（9）　支援活動とは、乙が行う消防活動時における協力活動をいう。

（鉄道弊害発生時等の緊急通報）ノ

第2条　乙は、鉄道災害の発生を覚知したときは、消防法（昭和23年法律第186号）第

24条（同睦36条により準用する場合を含む。）に基づき119番通報しなければな

らない。

2119番通報にあたっては二次の事項について情報を収集し、判明した内容につい

て甲に提供する。

（1）災害の種別（火災、救助、救急）

（2）発生時刻



（3）発生琴所（住所のほか、駅舎内外の別、最寄駅、軌道内～何キロ地点、目標物等）

（4）負傷者の人数及び状況

（5）消防隊が向かう入口（中央口等、軌道内～何キロ地点、目標物等）

（6）現場責任者の派遣状況、その職名等

（7）列車の連行状況及び電源遮断の有無

（8）その他、乙がすでに実施している事項

（指定連絡先）

第3条　甲及び乙は、119番通報の他に連絡を行う場合の指定連絡先を定める。

2　甲及び乙は、指定連絡先を定めた場合（変更が生じた場合を含む〇・）は、互いに通

知するとともに、甲は丙に報告する。

（指定連絡先への連絡）

第4条　乙は、119番通報の後、甲が到着するまでの間に得た新たな情報が第2条第2

項各号に該当する場合は、可能な限り甲の鹿定連絡先に連絡するものとする。また、甲

は必要に応じ新たな情報の収集を行う。

2　甲は、鉄道災害の発生についてこ旅客等から通報を受けた場合に軋直ちに乙の循

定連絡先に連絡するとともに、鉄道災害の発生の有無を確認する。

3　甲及び乙は、鉄道災害の発生のおそれがあると認める情報を得た場合は、速やかに

関係する指定連絡先に連絡する。

（現場責任者等）

第5条　乙は、鉄道災害の尭生を覚知したときは、直ちに災害現場に現場責任者を派遣す

る。

2　指拝者と現場責任者は、相互に連携し、軌道内における安全を確保する。

3　甲及び乙は、安全チョッキ、腕章等により措辞者及び現場責任者を明確にする。

（情報の共有）

第6条■現場責任者は、次の事項について把握している情報を消防隊が消防活動を行う前

に、速やかに指揮者に説明するとともに、必要に応じて、災害発生場所等への誘導を行

う’。



（1）災害状況■

（2）列車の運行状況

（3）負傷者及び避難の状況

（4）監視員の配置状況

（5）電源遮断措置等の有無

（6）消防活動又は避難上危険である▲ものの措置の状況

（7）換気、・排煙設備、その他の消防用設備等の運転状況

2　指揮者は、人員、任轟等消防活動の体制及び方針を現場責任者に説明する。

（避難誘導）

第7条　鉄道災害が発生し、避難が必要とされるときは、．甲は消防車両の拡声器等による

広報により■■、また、乙は構内及び車内アナウンス等により、旅客の混乱、動揺を抑える

とともに、相互に連携し旅客の円滑な避難誘導を実施する。

（消防活動の連携）

第8条　甲及び乙は、相互に協力し、次により安全かつ迅速な消防活動及び支援活動を実

施する。

（1）指揮者は、災害現場において消防活動を開始する前に、洩場責任者に対して第6

条第1項各号に定める事項につY、て確認するとともに、事故の状況により列車停

止及び電源遮断について現場責任者と協議を行い、安全を確誅後、軌道内に進入

し消防活動を開始する。

（2）災害現場に現場責任者が不在で、前項の確認及び協議が行えない場合はく指定連

絡先を通じ甲が乙に対し確認及び協議を行い、指揮者は、その結果を受け安全を

確認後、消防活動を開始する。

（3）現場責任者は、指揮者が行う消防活動に対し、必要な支援活動を行う。

（4）指揮者は、列車の固定、ジャッキアップ等を実施するときは、現場責任者に連絡

するはか、必要に応じて列車の電振遮断、技術者の派遣、消防活動への助言及び

資機材の提供等を求める。

（5）現場責任者は、前号の求めに対し、状況に応じた措置を行う。



（6）指揮者は、消防活動が終了したときは、その旨を現場責任者に連絡する。

（7）乙による列車の運行規制の変更又は解除は、現場責任者と指揮者及びその他関係

機関担当者が協議し、安全を確認した後に行う。

（連携の範囲）

第9条　鉄道災害発生時における連携の範囲は、駅間（鉄道敷地内）及び駅構内の消防活

動で、次のとおりとする。なお、火災にあっては、鉄道沿線の火災を含むものとする。

（1）救助事故

（2）救急事故

（3）火災（車両、その他）

（4）火災原因調査

（踏切閉鎖等の相互連絡）

第10条　甲の消防活動における支障を未然に防止するため二乙は踏切の故障を知り得た

場合には、甲の指定連絡先に連絡するものとする。また、甲は乙の連絡前に鉄道災害等

の情報から出動への支障のおそれを予期した場合には、乙の指定連絡先に確認する。

（事前対策）

第11条　甲及び乙は、鉄道災害発生痔の連携並びに効果的な消防活動及び支援活動を行

うため、次の事項について、．あら・かじめ両者で協議する。

（1）高架、■鉄橋、トンネル内等特殊な場所への進入方法

（2）乙が保有する大型ジャッキ等の数量、保管場所、災害時の調達経路等

立　甲及び乙は、鉄道災害へ対応するため、あらかじめ必要な情報を相互に交換する。

（訓　練）’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

第12粂　甲及び乙は鉄道災害時における消防活動及び支援活動を円滑に遂行するため、

連携し訓練の実施に努める卜

（千葉県総務部消防地震防災課の役割）

第13条　丙は、この協定書の効果的な履行のため、必要に応じ甲及び乙による連絡会議

を開催する等消防組織法（昭和22年法律第226号）第29条の規定に基づき支援を行

う。



2　甲及び乙はここの協定書の効果的な履行のため、丙に対し甲及び乙による連絡会議

の開催を求めることができる。

（連絡会議）

第14条　この協定書に定めのない事項又は；の協定書の解親について疑義が生じたとき

．は、その都度、甲及び乙による連絡会嵩で協義して決定する。

土の協定の成立を証するため、本書47通を作成し、当事者がそ叫ぞれ記冬押印のうえ、

各自1通を保有するものとする。

平成21年3月31日



 

 

災害時における消防活動の協力に関する協定書  

 

千葉市消防局（以下「甲」という。）と千葉県解体工事業協同組合（以下「乙」

という。）とは、千葉市内に火災、風水害、地震等の災害が発生した場合または

発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における、乙が実施する

消防活動への協力業務に関し、次のとおり協定を締結する。  

 

（目的）  

第１条  この協定は、災害時における民間協力の一環として、市民の生命、身

体及び財産を災害から保護するため、甲が乙に消防活動の協力を求めるにあ

たって、協力業務、費用負担、その他の基本事項を定め、もって消防活動を

迅速かつ的確に実施することを目的とする。  

 

（協力業務等）  

第２条  甲は、前条の目的を達成するため、甲の保有する資機材では迅速な消

防活動を実施することが困難であると認めた場合は、乙に対して、次に掲げ

る業務について協力を要請することができる。  

（１）消火、人命救助活動等の消防活動に障害となる物件等の除去に関する業

務  

（２）危険要因となる物質等の排除に関する業務  

（３）消防活動における安全確保のためのアドバイスに関する業務  

（４）その他乙の支援を必要と認める業務  

２ 乙は、前項の協力要請を受けたときは、必要な人員、資機材等を派遣させ、

甲が実施する消防活動に協力するものとする。  

 

 （協力体制）  

第３条  乙は、前条第１項に規定する協力業務を実施するため、乙の会員で、

かつ、千葉市建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている業者のうち、

この協定による業務を実施する意思のあるものを選定し、協力体制を整備す

るものとする。  

２ 乙は、前項の規定により選定した構成員の緊急時の連絡体制の一覧表を作

成し、甲に提出するものとする。  
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３ 乙は、前項の一覧表において構成員に変更があった場合は、遅滞なく文書

により甲に届け出るものとする。この場合において、連絡体制の変更につい

ても同様とする。  

４ 乙は、あらかじめ災害時において提供できる資機材等を取りまとめ、その

一覧表を甲に提出するものとする。  

５ 乙は、前項に規定する事項に関して変更が生じた場合は、速やかに新たな

一覧表を作成し、甲に提出するものとする。  

 

（要請手続）  

第４条 甲は、乙に対し協力を要請するときには、文書により要請を行うもの

とする。ただし、状況により文書での要請ができない場合は、電話等により

要請し、後日文書を提出するものとする。  

２ 協力の要請は次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。  

（１）災害発生場所及び状況  

（２）協力を要請する活動内容  

（３）必要とする人員、車両、資機材等  

（４）集結場所及び連絡責任者  

（５）その他必要な事項  

 

（契約の締結）  

第５条 乙は、第２条に規定する業務を行う際には、業務に従事する構成員（以

下「業務従事業者」という。）を早急に選定し、甲に文書で報告するものと

する。ただし、状況により文書での報告ができない場合は、電話等により報

告し、後日文書を提出するものとする。  

２ 前項の業務に係る契約の締結は、甲における業務の関係部署と業務従事業

者との間において処理するものとする。  

 

（業務の実施）  

第６条 乙は、第４条の規定に基づき協力要請を受けたときは、直ちに集結場

所に業務従事業者を派遣し、甲の職員の指示に基づき、消防活動への協力業

務を実施するものとする。  

２ 乙は、指定場所に業務従事業者を派遣したときは、次に掲げる事項を甲に



 

 

報告するものとする。  

（１）派遣する現場責任者の職氏名、連絡方法  

（２）派遣人員、資機材の種類、数  

（３）その他必要な事項  

３ 乙は、撤去した災害廃棄物（災害により倒壊、焼失した等建築物等の解体

撤去に伴って発生する廃棄物をいう。以下同じ。）を、甲が指定した場所へ

移動するものとする。ただし、状況により甲が災害廃棄物の移動場所を指定

できない場合は、乙は、甲の承諾を得て、乙の判断で災害廃棄物を他の場所

に移動することができるものとする。  

 

（業務の報告）  

第７条 乙は、第４条の規定に基づき業務を実施し、完了した場合は、文書に

より甲に報告するものとする。ただし、状況により文書での報告ができない

場合は、電話等により報告し、後日文書を提出するものとする。  

２ 前項の場合において、業務従事業者は、業務に関する記録を整理し、速や

かに甲に提出するものとする。  

 

（費用の負担）  

第８条 業務に要する費用は、甲が負担する。  

２ 前項に規定する費用の積算については、災害発生時における千葉市積算基

準等を準用するものとする。  

３ 第１項に規定する費用の支払いについては、別途甲と乙又は業務従事業者

との間で締結した契約により、千葉市予算会計規則に基づき支払うものとす

る。  

 

（事故報告）  

第９条 乙は、この協定に基づいて業務に従事した者がそのため死亡し、負傷

し、又は疾病にかかった場合は速やかに甲に対し文書により報告するものと

する。  

 

（損害の負担）  

第１０条 第４条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議し



 

 

て定めるものとする。  

 

（被害が生じたときの措置）  

第１１条 第４条の規定による業務により第三者に被害が生じたときは、甲、

乙協議してその処理解決に当たるものとする。  

 

（補償）  

第１２条 第９条の規定により報告がなされた場合の損害補償については、労

働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）その他の法令による。  

 

 （平時における消防活動への協力）  

第１３条 乙は、甲が行う平時の消防活動について、次のとおり協力するもの

とする。  

（１）乙は、解体物件で消防訓練に活用できると認めるものについて、その情

報を甲に提供するものとする。  

（２）乙は、甲から消防訓練等への参加又は支援について要請があった場合は、

可能な限り協力するものとする。  

（３）乙は、甲から消防隊員の研修等に関し、指導者の派遣や資料の提供等の

要請があった場合は、可能な限り協力するものとする。  

（４）その他必要な事項について、乙が対応できる範囲で協力するものとする。  

 

（有効期限）  

第１４条 この協定の有効期間は、平成２５年４月１日から１年とする。  

２ 前項の期間満了の１ヶ月前までに、甲、乙いずれからも何ら申し出のない

ときは、引き続き同一条件をもって本協定を継続するものとする。  

３ 甲、乙いずれかが、本協定を解除しようとする場合は、解除しようとする

期日の１ヶ月前までに申し出なければならない。  

（秘密の保持）  

第１５条 乙は、業務の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。  

 

（協議）  

第１６条 甲及び乙は、誠実にこの協定書を履行し、この協定に定めのない事



 

 

項またはこの協定に疑義を生じた事項のあるときは、その都度協議のうえ、

決定するものとする。  

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙双方記名押印

のうえ、各自１通を保有するものとする。  

 

平成２５年３月２７日  

 

 

 

 

 

 

 

 



⑧

木更津東IC～松尾横芝IC

首都圏中央連絡自動車道消防相互応援協定書

（暫定）



木更津東I C～松尾横芝I C

首都圏中央連絡自動車道消防相互応援協定書

（暫定）

消防組織法（昭和22年法律第2　2　6号）第39条の規定により、

千葉市、佐倉市八街市酒々井町消防組合、木更津市、市原市、長生

郡市広域市町村圏組合、山武郡市広域行政組合（以下「協定市町村

等」という。）の長は、協定市町村等の行政区域のうち首都圏中央

連絡自動車道（以下「圏央道」という。）及びその施設（以下「協

定区域」という。）における消防に関する相互応援について、次の

とおり協定する。

（目的）

第1条　この協定は、協定区域において火災、救急事故及びその他

の災害（以下「災害」という。）が発生した場合において、協定

市町村等の相互間及び東日本高速道路株式会社の消防力を活用

して災害による被害を軽減することを目的とする。

（応援）

第2条　協定市町村等は、前条の目的を達成するため、協定区域に

おいて災害が発生した場合においては、別表に掲げる応援出場区

域表に基づき応援のため消防隊、救急隊その他の人員資機材（以

下「消防隊等」という。）を出場させるものとする。

（特別応援）

第3条　協定区域に災害が発生し、前条の規定により当該災害の応

援のため出場する市町村毎（以下「出場市町村等」という。）の

消防長が出場市町村等以外の協定市町村等の応援を必要と認め



るときは、当該出場市町村等の消防長の通報により災害発生地を

管轄する協定市町村等（以下「受援市町村等」という。）の消防

長は、次に掲げる事項をできる限り明らかにして協定市町村等の

消防長に、特別応援の要請をすることができるものとする。

ただし、緊急やむを得ないときは、出場市町村等の消防長が特

別応援の要請をすることができるものとする。

なお、この場合は、速やかに受援市町村等の消防長に通報しな

ければならないものとする。

日）災害発生の場所及び災害の概要

（2）応援を要する消防隊等の種類及び数

（3）その他活動内容等必要な事項

（出場）

第4条　前条の規定により特別応援の要請を受けた協定市町村等

（以下「特別応援市町村等」という。）は、業務に重大な支障の

ない限度において消防隊等を出場させるものとする。この場合に

おいて、業務に重大な支障があり消防隊等を出場させることがで

きない当該特別応援市町村等の消防長は、速やかにその旨を特別

応援の要請者に通報するものとする。

（指揮）′

第5条　前条の規定により特別応援のために出場した消防隊等の

指揮は、受援市町村等の消防隊等が出場した場合は当該受援市町

村等の現場指揮者が、また受援市町村等の消防隊等が出場しない

ときは、第2条の規定により出場した消防隊等の現場指揮者が指

揮するものとする。

（経費の負担）

第6条　第2条の規定による応援及び第4条の規定による特別応



接に要する費用の負担は、法令その他の定めのあるものを除き、

次のとおりとする。

日）応援のため要した通常経費は、応援を行った協定市町村等の

負担とする。

ただし、機器資材等で要請により調達し、もしくは立て替え

たものについては、現物またはその経費を受援市町村等が負担

するものとする。

（2】応援のため出場した消防隊等の活動が長時間にわたり、燃料、

機器資材等の補給もしくは給食等を必要とする場合は、受援市

町村等において現物により、または経費を負担してこれを行う

ものとする。

（3）応援のため出場した消防隊等が、応援業務により負傷し、も

しくは疾病にかかり、または死亡した場合における災害補償は

応援を行った協定市町村等が負担するものとする。

ただし、災害地において行った救急治療の経費は受援市町村

等が負担するものとする。

拍）特別応援のため出場した消防隊等が、受援市町村等の指揮下

において応援業務を遂行中第三者に損害を与えた場合、其の賠

償については受援市町村等がその都度関係協定市町村等と協

議の上決定するものとする。

ただし、災害地への出場もしくは帰路上において発生したも

のについては、応援等のため出場した協定市町村等が負うもの

とする。

（情報交換等）

第7条　協定市町村等は、との協定の適正な運用を期するために必

要な各種情報及び資材等の状況を相互に通報するものとする。



（協議）

第8条　この協定に定めのない事項または疑義を生じた事項につ

いては、協定市町村等の長がその都度協議の上決定するものとす

．る。

（協定の効力）

第9条　この協定は、平成25年4月　27日から効力を有するもの

とする。

この協定の成立を証するため、本協定書6通を作成し、各々記

名押印の上各1通を保管する。

平成25年雪月ユ7日

千　　葉　　市

市　　　　長

木　更　津　市

市　　　　長　　　　水　越

市　　原　　市

市　　　　長　　　佐　久　間

俊

勇

隆

磁
聯
轡

二∴　∵



長生郡市広域市町村圏組合

管　理　者

山武郡市広域行政組合

管　理　者

佐倉市八街市酒々井町消防組合

管　理　者

田　中

志　賀

蕨 和

豊

直



圏央道・応援出場区域表

出場市町村等 �出場区域 
外回り（木更津・袖ヶ浦方面） �内回り（東金・松尾方面） 

木更津市消防本部 �木更津東IC　～　木更津JCT　の区間 �木更津JCT～木更津東ICの区間（袖ヶ浦消防本部） ※現在、木更津・袖ヶ浦で協定されている首都圏中央道 自動車消防相互応援協定により、袖ヶ浦市が出場する。 

木更津東IC　～　市原鶴舞IC　の区間 

市原市消防局 �市原鶴舞IC　～　木更津東IC　の区間 �市原鶴舞IC（ノ　茂原長南tC　の区間 

長生郡市広域市 町村圏組合消防 本　部 �茂原北tC　～　市原鶴舞IC　の区間 �茂原長南IC～東金IC・JCTの区間 　（一部干葉市含む） 

千葉市消防局 �圏央道通過のため、山武郡市広域行政組合 �圏央道通過のため、長生郡市広域市町村 
消防本部が出場する。 �圏組合消防本部が出場する。 

山武郡市広域行 �松尾横芝IC　～　茂原北IC　の区間 �東金IC・JCT　～　松尾横芝IC　の区間 
政組合消防本部 �（一部　千葉市・八街市含む） �（一部　八街市含む） 

佐倉市八鹿市 酒々井町消防組 　A 。 �圏央道通過のため、山武郡市広域行政組合 �圏央道通過のため、山武郡市広域行政組 

消防本部が出場する。 �合消防本部が出場する。 


